
夏休みにおける少年の非行・犯罪被害防止について

フィルタリングとは、少年にとって有害なサイト
等へのアクセスを制限するサービスで、各メーカー
によってお子様の年齢に合わせた複数種類のフィル
タリングがあります。
栃木県青少年健全育成条例では、青少年（１８歳

未満）が使用する場合、携帯電話販売店は、その危
険性やフィルタリングの内容を説明することが義務
づけられています。お子様の携帯電話・スマートフ
ォンを契約する際は、必ず「子供が使います。」と
伝え、フィルタリングを設定しましょう。


